
単価契約仕様書 

                         行財政局総務部庁舎管理課 
（担当：多田羅、高  075-222-3046） 

件   名 市庁舎一般廃棄物（ミックスペーパー）再資源化処理業務 
形状・寸法 契約条件のとおり 
予 定 数 量  ２，３００kg（ただし、増減することがある。） 
契 約 期 間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 契 約 条 件  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 総則 
（１）本業務は、市庁舎（京都市役所本庁舎、西庁舎、分庁舎及び北庁舎をいう。以

下同じ。）から排出される一般廃棄物（ミックスペーパー）を再資源化することに

より、京都市ゼロ・エミッション実践活動の推進に資することを目的とする。 
（２）本業務の受託者は、京都市契約事務規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基

づき的確に業務を実施すること。 
（３）本業務において、再資源化するミックスペーパーは、市庁舎から排出される紙

類とし、カーボン紙や感熱紙等を含むものとする。ただし、油紙、シール台紙等

の非水溶性の紙類や油分、生理成分等の付着した紙類は含まないものとする。 
 

 ２ 処理の基準 
   ミックスペーパーの処理は、次の基準により実施する。 
（１）排出場所 

    市庁舎（産業廃棄物保管施設） 
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
 （２）処理方法 

   本業務の範囲は、リサイクルペーパー（再生紙）に再生するための再資源化処

理を行うこととし、処理後のものは有価により売却できる性状を有すること。 
 （３）搬入方法 

  市庁舎から排出されるミックスペーパーの搬入は、京都市が別途契約する収集

運搬業者が行う。 
 なお、収集運搬業者については、業者決定後、別途連絡する。  

（４）搬入日 
  搬入日は、別紙のとおりとする。 

   なお、何らかの事情等により搬入日を変更する場合は、庁舎管理課から事前に

連絡する。 
 
３ 委託料の支払 
（１）委託料は、毎月末日をもって当該月のミックスペーパーの搬入量を取りまとめ

た後、契約単価を乗じて算出し、京都市の指定する方法により請求すること。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 契 約 条 件  
 
 
 
 

（２）前項により契約した金額に円位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 
 
４ 秘密文書の取扱いに関する免責 

搬入されたミックスペーパーに、個人情報等が記載された機密文書が含まれる場

合は、これによって生じる結果について、契約書第１条第２項「乙は、当該契約を

履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない」に反しない限り、本業務の受

託者は何ら責任を負わないものとする。 
 

５ 報告書の提出等 
  本業務の受託者は、当月分の搬入日ごとの搬入量、処分結果を報告書にして翌月

の１４日までに行財政局総務部庁舎管理課長に提出すること。 
 
６ その他 
（１）本業務の受託者は、その実施に関し行財政局総務部庁舎管理課担当者と密接に

連絡を取り合うこと。 
（２）予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減す

る。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 
（３）その他、仕様書に記載なき事項及び疑義が生じたときは、関係法令に従い、そ

の都度双方が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 

市庁舎一般廃棄物（ミックスペーパー）の搬入日について 
  本業務の搬入は、週１回（水曜日。ただし、祝日等の関係から変更している場合がある。）とし、

次のとおりとする。 

 


